










令和２年４月１日 公共建築課

令和２年４月１日
　 1.

1)

2)

3)

4)

5)

別記１　　　支給材料
別記２　　　貸与品
別記３　　　部分引渡し
別記４　　　部分使用
別記５　　　保険
別記６　　　返納すべき発生材
別記７　　　完成写真
別記８　　　メーカーリスト
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1) (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

2)

Ｋ

4827

工事現場管理 
災害及び公害
の防止

　施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考
に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の
防止に努める。
　工事用車輌の搬出入が頻繁な日時は専任の交通整理員を要所
に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。

　工事用車輌の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随
時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧す
る。
　作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電
波、日照障害についてはあらかじめ配慮し、公害の防止に努め
る。
　騒音、振動については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」
に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

あと片付け 　工事完成に際しては、工事用用地及び仮囲いの外周（1.0ｍ）
を原形に復旧する。

本市指定様式 「横須賀市ホームページ」＞「申請書ダウンロード」＞「公共
建築課の書式」にて掲載。（使用時に最新版を確認）

官公署その他
への手続き

　工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行
う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」とい
う。）の負担とする。

別記について 　本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を
本仕様書に添付する。

軽微な変更 　現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置
又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は市監督
員（以下「監督員」という。）との協議による。

建築工事　一般共通事項

一般事項
共通仕様書の
適用範囲

　本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新増
改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公
共建築工事標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）及
び（機械設備工事編）－平成31年版－」、補修改修工事におい
ては　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事
標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）及び（機械設
備工事編）－平成31年版－」に準拠する。
　ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工個所で、
安全上支障のない場合は、監督員と協議のうえ、上記仕様書に
記載されている各工程の一部及び試験などを省略することがで
きる。












































































































































































































































































